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     注目ポイント ————————————————————————————————————  

• 就労許可の申請 

 12月1日以降に就労許可を新規申請する外国籍個人は、外国人の中国就労管理サービスシステム（以下「就

労システム」）において完全にオンライン手続きとなり、すなわち、中国で就労する外国籍従業員は就労

許可実体カードを申請する必要がなくなる。 

 就労許可実体カードを取得している外国籍個人については、「変更なしの場合は交換しない」という原則

に従い、既存の就労許可の延長又は変更を申請する際に許可証・カードの統合集約を完了させる。 

 

 

 
概要： 
———————————— 

最近、中華人民共和国人的資源と社会保障部は（人社部発[2024] 75号）「外国人就労許可証と社会保障カード

の統合集約業務に関する人的資源と社会保障部の通達」を公布し、2024年12月1日以降、外国籍個人の中国で

の就労許可証（以下「就労許可」）の申請手続きが全面的に電子化される。就労許可と社会保障カードシステ

ムの統合集約により、実体社会保障カードと電子社会保障カードが就労許可証実体カードに取って代わる。 

許可証・カードシステムの統合集約は、外国籍個人の就労許可情報を社会保障カードに読み込むことにより

「カードの一体化」を実現し、外国籍個人が中国で就労・生活する際の利便性を向上させるものである。 
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• 電子社会保障カードの取得 

外国籍個人は携帯電話を通じて電子社会保障カードAppをダウンロードし、氏名、就労許可の番号又は社会保

障番号などの情報を入力して登録とログインを完了し、実名認証と本人認証を行った後、就労許可情報が読み

込まれた電子社会保障カードを受け取ることができる。 

• 居留書類の申請 

Zビザで中国に入国した外国籍個人は、「外国人就労許可通知」又は電子社会保障カード、及びその他の関連

書類を持参して勤務地の公安出入国部門にて直接申請することができる。 

 

     KPMGの所見————————————————————————————————————————  

• 現在、外国籍個人の中国入国後の関連書類申請プロセスをさらに最適化するため、各機能部門はシステムのア

ップグレードを積極的に実施している。 

• 電子社会保障カードは、外国籍個人の就労許可情報を読み込むための媒体として使用され、許可証・カードの

統合によってもたらされる情報の統合と透明化により、それぞれの分野における関連部門のコンプライアンス

管理業務の利便性がさらに向上する。雇用主は、コンプライアンス遵守を確保するために、社会保険に関する

法規定及び現地の実務要件に引き続き従う必要がある。社会保険に関する細則については、お気軽にKPMGま

でお問い合わせください。 
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